
JP 6346736 B2 2018.6.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発行元コンピュータが発行したプリペイドカードに関する発行情報と前記発行情報に関
連付けた前記プリペイドカードのステータスとを保存した情報記憶部を備え、前記プリペ
イドカードの電子商取引による販売を管理する本部コンピュータと前記発行元コンピュー
タとの間に介在して、前記プリペイドカードのアクティベーション処理を行うことにより
、前記電子商取引でユーザが購入した前記プリペイドカードの有価証券化を実行するゲー
トウェイコンピュータにおいて、
　前記情報記憶部に保存された前記発行情報と、前記発行元コンピュータによって発行済
みであって前記ユーザが購入した前記プリペイドカードに格納された格納情報とを、前記
プリペイドカードを前記ユーザへ配送する前に、照合する照合手段と、
　前記照合手段が、前記格納情報との一致を確認した前記プリペイドカードの前記発行情
報に関連付けられた前記ステータスを、仮アクティベーション済みの状態へ変更する仮ア
クティベーション実行手段と、
　前記ユーザへ配送された前記プリペイドカードの前記ステータスが仮アクティベーショ
ン済みの状態である前記プリペイドカードのアクティベーション処理を実行するアクティ
ベーション確定手段と、
を備える、
ことを特徴とするプリペイドカードの有価証券化システムのゲートウェイコンピュータ。
【請求項２】



(2) JP 6346736 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

　前記アクティベーション確定手段は、予め設定された日時に、アクティベーション処理
を実行する請求項１に記載のプリペイドカードの有価証券化システムのゲートウェイコン
ピュータ。
【請求項３】
　前記アクティベーション確定手段は、前記プリペイドカードを受け取った前記ユーザか
ら送信される要求に従い、アクティベーション処理を実行することを特徴とする請求項１
記載のプリペイドカードの有価証券化システムのゲートウェイコンピュータ。
【請求項４】
　前記プリペイドカードは、ネットワーク上で発行される仮想プリペイドカードを含む、
請求項１に記載のプリペイドカードの有価証券化システムのゲートウェイコンピュータ。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のゲートウェイコンピュータを機能させる
ためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品券、ギフトカードのようなプリペイドカードの有価証券化を管理するシ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、オンラインショッピングなどの電子商取引市場が拡大しつつあり、電子取引にお
いてプリペイドカードを使った決済への需要も大きくなりつつある。プリペイドカード自
体はデパート等の商品券、図書カード等、古くから広く利用されているものであるが、プ
リペイドカード自体が有価証券であることによって、その保管・配送・店舗における陳列
等の取り扱いにあたっては十分な注意が必要であった。
【０００３】
　そこで、決済の時点まではプリペイドカード自体を無価値のものとし、決済の実行をも
って初めて有価証券化するという方法が、国内外で提案されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１では、ＰＩＮコードに紐付けたバーコードを備えるプリペイドカー
ドを開示する。特許文献１においては、プリペイドカードのバーコードを販売店のＰＯＳ
端末が読み取ることにより、受信したバーコードに紐付けされているＰＩＮコードをＰＩ
Ｎ管理センターから受信し、電子マネー管理センターが、受信したＰＩＮコードを有効化
することにより、有価証券化が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１６５１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法は、例えば、インターネットショッピングなど
ユーザに商品を直送するオンラインショップを利用して購入した場合には、店舗のＰＯＳ
システムで有価証券化した状態で配送となり、多くの課題があった。
【０００７】
　例えば、有価証券化した状態で配送を行った場合、配送中に発生し得るカードの盗難、
破損、紛失などの多数のリスクにより、販売会社は、大きな損害を受けることがある。ま
た、有価証券化されたカードを配送する際には、カードは貴重品と見なされるため、書留
等の利用が必須となり、郵送費が高くなる。
【０００８】
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　さらに、このようなプリペイドカードの中には、有効期間が付与されたカードがあり、
そのようなカードの場合、有価証券化が配送前に行われてしまうと、配送中であっても有
効期間は消費されるといった課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明における有価証券化システムのゲートウェイコンピュータは、発行元コンピュー
タが発行したプリペイドカードに関する発行情報と前記発行情報に関連付けた前記プリペ
イドカードのステータスとを保存した情報記憶部を備え、前記プリペイドカードの電子商
取引による販売を管理する本部コンピュータと前記発行元コンピュータとの間に介在して
、前記プリペイドカードのアクティベーション処理を行うことにより、前記電子商取引で
ユーザが購入した前記プリペイドカードの有価証券化を実行するゲートウェイコンピュー
タにおいて、前記情報記憶部に保存された前記発行情報と、前記発行元コンピュータによ
って発行済みであって前記ユーザが購入した前記プリペイドカードに格納された格納情報
とを、前記プリペイドカードを前記ユーザへ配送する前に、照合する照合手段と、前記照
合手段が、前記格納情報との一致を確認した前記プリペイドカードの前記発行情報に関連
付けられた前記ステータスを、仮アクティベーション済みの状態へ変更する仮アクティベ
ーション実行手段と、前記ユーザへ配送された前記プリペイドカードの前記ステータスが
仮アクティベーション済みの状態である前記プリペイドカードのアクティベーション処理
を実行するアクティベーション確定手段と、を備える、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のプリペイドカードの有価証券化システムにおいては、ユーザの手元に届いた後
にプリペイドカードの有価証券化を行うため、例えば、配送費等の金券管理コストの削減
し、配送中に発生した損失を軽減させ、ユーザがプリペイドカードの有効期間を効率良く
使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の全体の構成を示す図である。
【図２】本発明のシステムの詳細を示す図である。
【図３】本発明に係る仮アクティベーション処理の流れを示すフロー図である。
【図４】本発明に係るアクティベーション処理の流れを示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に関する実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下に示す
実施形態は、本発明の好適な具体例であり、技術的に好ましい限定を付している場合もあ
るが、本発明の技術範囲は、特に本発明を限定する記載がない限り、これらの態様に限定
されるものではない。また、以下に示す実施形態における構成要素は適宜、既存の構成要
素等との置き換えが可能であり、かつ、他の既存の構成要素との組合せを含む様々なバリ
エーションが可能である。したがって、以下に示す実施形態の記載をもって、特許請求の
範囲に記載された発明の内容を限定するものではない。
【００１３】
　図１は、本発明の第１実施形態に係るプリペイドカードの有価証券化システムの全体の
構成を示す図である。図１に示すように、本発明に係るプリペイドカードの有価証券化シ
ステムは、プリペイドカード発行元コンピュータ１１０、ゲートウェイコンピュータ１２
０、本部コンピュータ１３０、及びユーザ端末１４０を含む。プリペイドカード発行元コ
ンピュータ１１０とプリペイドカードの販売をインターネット上で行うオンラインショッ
プ等のＥＣ（電子商取引）サイトの本部コンピュータ１３０とは、中央のゲートウェイコ
ンピュータ１２０を介し通信回線（有線回線、無線回線、インターネット等に限られない
）により接続されている。また、各コンピュータは、プリペイドカードの有価証券化シス
テムを機能させるための機能の異なるコンピュータプログラムを搭載する。
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【００１４】
　プリペイドカード発行元コンピュータ（発行元コンピュータ）１１０は、ＰＩＮコード
情報など、発行したプリペイドカードに関する情報（発行情報）を有し、管理する。
　特に断りのない限り、本明細書に記載の「発行情報」とは、ＰＩＮコード情報など、発
行したプリペイドカードに関する情報、及び個々のプリペイドカードの識別に使用される
情報を指し、同様のものが格納情報として個々のプリペイドカードに保存される。
【００１５】
　ゲートウェイコンピュータ１２０は、プリペイドカード発行元コンピュータ１１０及び
本部コンピュータ１３０が保有するカード情報を格納した情報記憶データベース（情報記
憶部）１２０１を備え、それぞれ異なる方式や手法により運用されている各本部コンピュ
ータ１３０と各プリペイドカードの発行元コンピュータ１１０の間に介在し必要なプロト
コル変換等を行うことにより、相互の通信を可能とし、また必要な制御を実現する。さら
に、プリペイドカードのアクティベーション要求をユーザ端末１４０から受領可能なアク
ティベーション処理サイトの運営及び管理をする。
【００１６】
　本部コンピュータ１３０は、プリペイドカードをインターネット上で販売するＥＣサイ
トが属する本部に設置されるコンピュータであり、プリペイドカードの販売、配送等を管
理する。
【００１７】
　ユーザ端末１４０は、プリペイドカードを購入するユーザ及びＥＣサイトで販売された
プリペイドカードを受け取ったユーザが保有するコンピュータであり、パーソナルコンピ
ュータ、携帯端末などインターネットへの接続が可能なコンピュータである。本明細書に
おいて、プリペイドカード配送先のユーザは、購入するユーザが購入時に配送先を指定す
ることで決定され、プリペイドカードを購入するユーザと同一であっても、異なっていて
もよい。
【００１８】
　本発明の実施形態において、本部コンピュータ１３０及びユーザ端末１４０は、不図示
ではあるが、キーボート及びマウス等の入力手段、または少なくとも１つの所定のカード
リーダを備えるよう構成される。
【００１９】
　本明細書において、「所定のカードリーダ」とは、プリペイドカードに格納される格納
情報を読み込むことができる装置を指し、プリペイドカードの種類によって使用できるカ
ードリーダは異なる。例えば、プリペイドカードの種類が磁気ストライプカードである場
合、ＰＯＳ（販売時点情報管理）装置等が使用可能であり、ＩＣカードである場合、ＩＣ
カードリーダ等が使用可能である。また、プリペイドカードに、バーコード及びＱＲコー
ド（登録商標）が付されている場合には、それぞれ、バーコードリーダ、ＱＲコード（登
録商標）リーダ等が使用可能である。
【００２０】
　図２は、本発明の第１実施形態に係るゲートウェイコンピュータ１２０の構成を表す図
である。図２に示すように、ゲートウェイコンピュータ１２０は、情報記憶データベース
（情報記憶部）１２０１、仮アクティベーション実行手段１２０２、アクティベーション
確定手段１２０３、照合手段１２０４、アクティベーション方法管理手段１２０５、及び
アクティベーション日時算出手段１２０６を備える。
【００２１】
　情報記憶データベース１２０１は、プリペイドカード発行元コンピュータ１１０から受
信したプリペイドカードの発行情報、及びプリペイドカードのステータスに関する情報を
発行情報に関連付けて保存及び管理する。プリペイドカードのステータスとは、プリペイ
ドカード発行元コンピュータ１１０が発行したプリペイドカードの状態を表し、例えば、
「アクティベーション済み」、「仮アクティベーション済み」、「エラー通知発行済み」
などがある。
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【００２２】
　仮アクティベーション実行手段１２０２は、本部コンピュータ１３０から仮アクティベ
ーション要求を受け、カード情報の照合を行った上でプリペイドカードの状態を「仮アク
ティベーション」に変更・設定する。なお、本明細書で使用される「仮アクティベーショ
ン」とは、カード情報の照合により、一致が確認された状態を指す。すなわち「仮アクテ
ィベーション」済みのプリペイドカードは、実際のアクティベーションがされていない状
態であり、まだ有価証券化されていない。
【００２３】
　アクティベーション確定手段１２０３は、アクティベーション要求を受け、当該プリペ
イドカードが仮アクティベーション済みの状態であることを確認し、プリペイドカードの
アクティベーション処理を実行する。また、ゲートウェイコンピュータ１２０は、予め設
定された所定時間内に本部コンピュータ１３０から決済終了情報を受け取らなかった場合
は、プリペイドカード発行元コンピュータ１１０にプリペイドカードの無効化処理要求を
送信するアクティベーション解除手段（不図示）を備えても良い。
【００２４】
　照合手段１２０４は、情報記憶データベース１２０１に予め保存されている、プリペイ
ドカード発行元コンピュータ１１０から受信した発行情報と、仮アクティベーション要求
を受けたプリペイドカードに格納されるカード情報（格納情報）を照合する。
【００２５】
　アクティベーション方法管理手段１２０５は、受動受信または自動受信などプリペイド
カード毎に設定されているアクティベーション要求の受信方法を、発行情報と関連付けて
管理・保存する。ここで、受動受信とは、ユーザ端末１４０などを使用して、ゲートウェ
イコンピュータ１２０に、プリペイドカードのアクティベーション要求を送信する方法で
ある。また、自動受信とは、予め設定された日時で、ゲートウェイコンピュータ１２０が
自発的にアクティベーション処理を実行する方法である。
【００２６】
　アクティベーション日時算出手段１２０６は、プリペイドカードのアクティベーション
方法が自動受信である場合、プリペイドカードの状態を仮アクティベーション済みからア
クティベーション済みの状態へ変更する日時を算出し、算出した日時に、プリペイドカー
ドのアクティベーション処理を実行する。
【００２７】
　次に、図３を参照して、本発明に係る有価証券化システムが、１枚のカードを仮アクテ
ィベーション処理する際の流れを説明する。
【００２８】
　まず、本部コンピュータ１３０は、ユーザ端末１４０から購入要求を受信する（ステッ
プＳ３０１）。実際には、例えば、インターネット接続が可能なユーザ端末１４０を使用
して、ユーザが、プリペイドカードを販売するオンラインショップ等のサイトへアクセス
し、所望のプリペイドカードを選択、購入枚数を入力する等の操作を行うことにより、購
入要求は送信される。購入要求を受信した本部コンピュータ１３０は、購入要求に従い、
保有するプリペイドカードの中から任意のプリペイドカードを選出する（ステップＳ３０
２）。続いて、本部コンピュータ１３０は、選出したプリペイドカードの仮アクティベー
ション要求を送信する（ステップＳ３０３）。その際、本部コンピュータ１３０は、所定
のカードリーダを使用して、プリペイドカードから格納情報を読み込み、その格納情報を
仮アクティベーション要求と共に、ゲートウェイコンピュータ１２０へ送信する。
【００２９】
　仮アクティベーション要求を受信したゲートウェイコンピュータ１２０は、予め情報記
憶データベースに保存されている当該プリペイドカードの発行情報と、受信した格納情報
を、照合手段１２０４を使用して照合する（ステップＳ３０４）。照合の結果、カード情
報の一致が確認できない場合、ゲートウェイコンピュータ１２０は、本部コンピュータ１
３０へエラー通知を送信し、例えば、別のプリペイドカードを選出するよう指示する（ス
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テップＳ３０５）。エラー通知が発行されたプリペイドカードは、販売できないカードで
あり、仮アクティベーション処理は行われず、販売対象外となる。そのため、工程は、ス
テップＳ３０２に戻り、本部コンピュータ１３０は、別のプリペイドカードを選出し、上
述の処理と同様に、仮アクティベーション要求を送信する。
【００３０】
　カード情報の一致が確認された場合、ゲートウェイコンピュータ１２０は、仮アクティ
ベーション実行手段１２０２を使用して、当該プリペイドカードの仮アクティベーション
処理を行う（ステップＳ３０６）。実際の仮アクティベーション処理では、例えば、情報
記憶データベース１２０１に保存されている当該プリペイドカードのステータスが、「仮
アクティベーション済み」に変更される。
【００３１】
　次に、ゲートウェイコンピュータ１２０は、アクティベーション方法管理手段１２０５
を使用してプリペイドカード毎に設定されているアクティベーション要求の受信方法を確
認する（ステップＳ３０７）。このプリペイドカードの方法が、自動受信である場合、ゲ
ートウェイコンピュータ１２０は、アクティベーション方法管理手段１２０５に、アクテ
ィベーション方法が自動受信であることを当該プリペイドカードの発行情報と関連付けて
保存する（ステップＳ３０８）。アクティベーション方法管理手段１２０５は、アクティ
ベーション日時算出手段１２０６に対し、所定の日時にアクティベーション要求を送信す
るよう指示する。本明細書において、「所定の日時」及び「予め設定された日時」とは、
同様の意味で使用され、例えば、そのプリペイドカードを使用するユーザの手元に届く日
時、すなわち、配送期間を避けた日時などを指す。
【００３２】
　また、方法が、受動受信である場合、アクティベーション方法管理手段１２０５は、プ
リペイドカード毎に付与する任意のパスワードなどを発行し、当該プリペイドカードの発
行情報と関連づけて保存する（ステップＳ３０９）。続いて、ゲートウェイコンピュータ
１２０は、発行したパスワードをユーザに通知する（ステップＳ３１０）。ユーザへのパ
スワードの通知方法としては、例えば、発行されたパスワードを書面に記載し、プリペイ
ドカード本体とは別に郵送する方法、または、メール機能などを使用してパスワードを送
信する方法などがある。このような方法で仮アクティベーション処理されたプリペイドカ
ードは、販売可能なカードとなり、ユーザへの配送が可能となる。
【００３３】
　本実施形態では、１枚のカードを仮アクティベーション処理する方法を説明したが、ユ
ーザが複数のプリペイドカードの購入を要求した場合、本部コンピュータ１３０は、１枚
ずつ仮アクティベーション要求を送信し、１枚のプリペイドカードの仮アクティベーショ
ンを完了させてから、次のプリペイドカードの仮アクティベーション要求を送信してもよ
い。また、ユーザが要求する枚数のプリペイドカードを一括して仮アクティベーション処
理を実行してもよい。
【００３４】
（第１実施形態）
　次に、図４を参照して、本発明の第１実施形態に係る１枚のプリペイドカードのアクテ
ィベーション処理を行う際の流れを説明する。本実施形態では、プリペイドカードのアク
ティベーション方法を受動受信とする。
【００３５】
　まず、仮アクティベーション処理が完了したプリペイドカードを受け取ったユーザは、
実際にプリペイドカードを使用する時までの任意のタイミングで、ユーザ端末１４０を使
用して、ゲートウェイコンピュータ１２０が運営及び管理するアクティベーション処理サ
イトにアクセスする（ステップＳ４０１）。ユーザは、サイトに記載される指示に従い、
ユーザ端末１４０に接続された入力手段を使用してＰＩＮコード及びパスワード等を入力
することにより、受け取ったプリペイドカードの情報をプリペイドカードの照合要求と併
せ、ゲートウェイコンピュータ１２０へ送信する。プリペイドカードの照合要求を受け取
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ったゲートウェイコンピュータ１２０は、当該プリペイドカードの情報と、アクティベー
ション方法管理手段１２０５に保存されるパスワード情報とを照合する（ステップＳ４０
２）。
【００３６】
　照合の結果、カード情報が一致しなかった場合、ゲートウェイコンピュータは、アクテ
ィベーション処理サイトを使用して、ユーザ端末１４０へエラー通知を送信する（ステッ
プＳ４０４）。エラー通知が発行された場合、パスワード等のカード情報の入力に誤りが
あったことが予測されるため、ゲートウェイコンピュータ１２０は、アクティベーション
処理サイトを使用して、再度、プリペイドカードの格納情報及びパスワードの送信を要求
する。
【００３７】
　ステップＳ４０４において、プリペイドカード情報の一致が確認されると、ゲートウェ
イコンピュータ１２０は、アクティベーション確定手段１２０３を使用してアクティベー
ション処理を実行する（ステップＳ４０５）。実際のアクティベーション処理の一例とし
ては、ゲートウェイコンピュータ１２０から発行元コンピュータ１１０へアクティベーシ
ョン要求を送信し、発行元コンピュータ１１０がアクティベーション処理を実行してもよ
く、ゲートウェイコンピュータ１２０の情報記憶データベース１２０１に保存されるプリ
ペイドカードの発行情報に関連付けられた当該プリペイドカードのステータスを「アクテ
ィベーション処理済み」に変更することにより実行されてもよい。
【００３８】
　当該プリペイドカードのアクティベーション処理が完了すると、ゲートウェイコンピュ
ータ１２０は、アクティベーション処理サイトまたはメール機能を介して、ユーザ端末１
４０へアクティベーション完了通知を送信する（ステップＳ４０６）。アクティベーショ
ン処理が完了したプリペイドカードは、有価証券化されたプリペイドカードであり、プリ
ペイドカードの種類により定められた販売店で使用することができる。本実施形態では、
プリペイドカードを受け取ったユーザが任意のタイミングでプリペイドカードの有価証券
化を実行することが可能であるため、プリペイドカードの有効期間を効率良く使用するこ
とができる。また、ユーザへの配送後、ユーザがプリペイドカードを受け取った後に有価
証券化されるため、配送に要する輸送費、及び配送時に発生し得る損失等のリスクを軽減
することができる。
【００３９】
（第２実施形態）
　続いて、本発明の第２実施形態に係るプリペイドカードのアクティベーション処理の流
れを説明する。第１実施形態に係るプリペイドカードの有価証券化システムは、プリペイ
ドカードのアクティベーション方法として、受動受信を使用するが、本実施形態では、自
動受信を使用する点を特徴とする。
【００４０】
　本実施形態では、仮アクティベーション処理を実行した際に、保存された日時で、アク
ティベーション日時算出手段１２０６は、アクティベーション確定手段１２０３に、アク
ティベーション要求を送信する。アクティベーション要求を受信したアクティベーション
確定手段１２０３は、第１実施形態同様、アクティベーション処理を実行する。ここで、
第１実施形態においては、アクティベーション処理後、アクティベーション完了通知を発
行する構成としたが、本実施形態において、ユーザへの通知は、第１実施形態同様、アク
ティベーション処理後、メール等の方法でユーザへ通知してもよく、カード配送と共に、
アクティベーション処理が完了する日付を通知してもよい。本実施形態では、例えば、配
送日時に基づき算出された日時に自動的にアクティベーション処理が行われるため、ユー
ザが自ら、アクティベーション要求を出す必要がなく、プリペイドカードの有効期間を効
率良く使用することができる。
【００４１】
　本明細書に記載の実施形態においては、本部コンピュータが所定のカードリーダを使用
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キーボード等の入力手段を使用して、プリペイドカードに付されるＰＩＮコードなどの番
号を入力することにより、格納情報を読み込む構成であってもよい。
【００４２】
　本明細書に記載の実施形態においては、仮アクティベーション処理が完了した後に、ア
クティベーション要求の受信方法の確認を行っているが、この順序に限定せず、プリペイ
ドカードの照合要求を受けた時点で、アクティベーション方法の確認を行ってもよい。
【００４３】
　また、本明細書に記載の実施形態においては、アクティベーション要求の受信方法をプ
リペイドカード毎に設定されているとしたが、プリペイドカードの種類毎に設定されてい
てもよく、購入要求を出す際、ユーザが選択できる形態にしてもよい。
【００４４】
　本明細書に記載の実施形態においては、アクティベーション処理の際、ユーザ端末１４
０のキーボード等を使用して、カード情報を入力しているが、これに限定せず、ユーザ端
末１４０に接続したカードリーダを使用してカード情報を入力してもよい。
【００４５】
　本明細書に記載の実施形態においては、アクティベーション処理の際、カード情報の照
合後、エラー通知が発行された場合、再度プリペイドカードの格納情報及びパスワード等
を送信するよう要求する構成とした。しかし、数回（例えば、２回）、エラー通知が発行
された場合に、アクティベーション解除手段（不図示）を使用してプリペイドカード発行
元コンピュータ１１０に、当該プリペイドカードの無効化処理を要求する構成としてもよ
い。
【００４６】
　例示及び説明の目的のため添付の図面を参照して、実施形態を詳細に説明したが、それ
により本発明の工程及び装置が限定されるように解釈されないことが理解されるべきであ
る。当業者には、本開示の範囲から逸脱することなく、前述の実施形態に対し、工程の順
序を含めた種々の変更が成され得ることが明らかであろう。
【符号の説明】
【００４７】
１１０　　プリペイドカード発行元コンピュータ
１２０　　ゲートウェイコンピュータ
１３０　　本部コンピュータ
１４０　　ユーザ端末
１２０１　情報記憶データベース
１２０２　仮アクティベーション実行手段
１２０３　アクティベーション確定手段
１２０４　照合手段
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